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原子力規制委員会          

 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）

第５９条第３項及び原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等

原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則（令和２年原子力規

制委員会規則第１２号。以下「改正規則」という。）による改正前の核燃料物質等の工場又

は事業所の外における運搬に関する規則（昭和５３年総理府令第５７号）第２１条第１項

の規定に基づき、平成３１年２月２６日付け３０原機（環材）０５３（令和２年７月２０

日付け令０２原機（環材）００２及び令和３年３月１９日付け令０２原機（環材）０１６

をもって一部補正。以下「申請書」という。）をもって申請のあった輸送容器については、

同法第５９条第１項に規定する技術上の基準のうち容器に関する基準に適合していると認

められるので、同法第５９条第３項の規定に基づき、下記のとおり承認します。本承認に

ついては、改正規則附則第９条及び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関

する規則等の一部を改正する規則（令和２年原子力規制委員会規則第２０号）附則第２条

の規定に基づき、経過措置を適用します。 

 

 

 

記 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

添付の申請書の写しに記載のとおり 



 

承認容器登録番号 

各容器につき、添付の申請書の写し（令和３年３月１９日付け令０２原機（環材）０

１６）の５に記載された容器登録番号のとおり 

 

承認容器として使用する期間 

令和３年４月８日から令和５年８月１９日まで 

 

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則等の一部を改正する規則

（令和２年原子力規制委員会規則第２０号）による改正前の核燃料物質等の工場又は事業

所の外における運搬に関する規則（昭和５３年総理府令第５７号）第２２条第２号から第

５号まで及び第８号に掲げる事項 

添付の申請書の写し（令和３年３月１９日付け令０２原機（環材）０１６）の１から

４まで及び７に記載のとおり 
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